
特定空家等の略式代執行について（報告）

１ 要旨

特定空家等１物件について、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 27年施行、

以下「法」と言う。）に基づき、略式代執行による除却を実施した。

２ 物件概要

３ 主な経緯

平成 29 年 12 月：当該空き家を特定空家等に認定

平成 30 年 １月：法第１４条第１項に基づく「助言・指導」を実施

平成 31 年 ２月：空家等対策協議会へ本件について意見聴取

４月 １日：略式代執行にかかる公告（措置期限：４月 15日）

４月 16日：解体着手

４月 26日：解体完了

令和元年 ５月～：広島家庭裁判所及び広島司法書士会と相続財産管理人申立に

関する協議・調整

令和元年 10月 ７日：広島家庭裁判所へ相続財産管理人申立

令和元年 12月：相続財産管理人の選任公告(2か月)

令和２年 １月～：相続財産管理人による相続人の財産目録作成

４ 今後の予定

令和元年度：債権者・受遺者確認等

令和２年度：相続人探索の申立・公告（6か月）、財産売却等の許可・手続等

令和３年度：財産確定、余剰財産がある場合は市へ解体費用等の返還

場 所 ： 廿日市市佐方本町 1517

建 物 規 模 ： 木造平屋、建物面積 約 60㎡、建築年不明

敷 地 面 積 ： 約 70 ㎡

所 有 権 等 ： 登記上の所有権は、土地、建物共に同一人
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平成 31年 1月状況
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平成 31年 4月 16日解体着
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平成 31年 4月 17日解体中
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平成 31年 4月 26日解体済

令和 2年 1月 14日


